
 

【様式】 
 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした政策

の名称 

沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例措置の延長

等  

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（法人税：義）（国税１０） 

（法人住民税、法人事業税：義）（自動連動）（地方税６） 

② 上記以外の

税目 

（所得税：外、関税：外、個人住民税：外、事業所税：外） 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

１．国税（（１）～（３）は選択制）（県知事認定及び主務大臣の確認を受

けた者のみ） 

（１）所得控除（法人税） 

ア 国際物流拠点産業集積地域の区域内において、特別事業認

定を受けた法人の特定国際物流拠点事業に係る法人所得に

ついて、40％に相当する金額を損金の額に算入（特別事業認

定法人で、法人設立後 10 年間） 

 

（２）投資税額控除（法人税） 

ア 国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠点

産業の用に供する設備を新・増設した青色申告法人は、当該

設備の取得価額に次の割合を乗じた金額から法人税額から

控除 

・機械及び装置の合計額が 100 万円を超えるもの 15％ 

・建物及び建物附属設備の取得価額の合計額が 1,000 万

円を超えるもの ８％ 

イ 法人税額の 20％限度（繰越税額控除４年）、取得価額の上限

20 億円 

ウ 対象となる建物附属設備等は建物と同時取得したものに限ら

れる 

 

（３）特別償却（法人税、所得税） 

ア 国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠点

産業の用に供する設備を新・増設した青色申告法人は、普通

償却限度額に加えて、当該設備の取得価額に次の割合を乗

じた金額を償却 

・100 万円を超える機械及び装置 50％ 

・1,000 万円を超える建物等 25％ 

イ 取得価額の上限額 20 億円 

ウ 対象となる建物附属設備等は建物と同時取得したものに限ら

れる 

 

（４）貿易手続きの簡素化（関税） 



 

ア 国際物流拠点産業集積地域内の保税工場等の許可手数料

の軽減 

イ 関税の課税物件の確定に関する特例措置保税工場等におい

て、保税作業により製造した製品を国内に引き取る場合、関

税については製品課税又は原料課税のいずれかを選択 

  

２．地方税 

（１）法人住民税、個人住民税、事業税 

ア 上記の法人税及び所得税負担の軽減と同様の効果を適用す

る。（自動連動） 

   

（２）事業所税 

ア 那覇市において、国際物流拠点産業の用に供する施設につ

いて、新設の日から５年間に限り、事業所税の資産割の課税

標準を２分の１控除する。 

 

《要望の内容》 

沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）の規定に基づく国

際物流拠点産業集積地域における課税の特例について、措置内容を

以下のとおり変更の上、適用期限（令和７年３月 31 日）を２年間延長

し、令和９年３月 31 日までとする。 

１ 拡充・延長要望 

課税の特例の対象となる国際物流拠点産業集積地域の範囲を産

業集積が見込まれる地区に見直ししたうえで、南風原・八重瀬地区

（南風原町・八重瀬町の一部）を追加し、その他必要な措置を講じる。 

 

２ その他 

適正化を図るため措置実施計画の期間等について所要の整備を

行う。    

 

《関係条項》 

・沖縄振興特別措置法 第 50 条、第 51 条 

・沖縄振興特別措置法施行令 第 21 条 

・租税特別措置法 第 12 条、第 42 条の９、第 45 条、第 60 条、 

・租税特別措置法施行令 第６条の３、第 27 条の９、第 28 条の９、第

36 条、 

・租税特別措置法施行規則 第 20 条の４、第 21 条の 17 の２、 

・地方税法 第６条、第 23 条第 1 項第 3 号、第 51 条第 2 項、第 72

条第 1 項第 3 号、第 72 条の 12 第 3 号、 第 72 条の 23

第 1 号、第 292 条第 1 項第 3 号、第 313 条第 2 項、附則

第 33 条、 

・地方税法施行令 附則第 16 条の２の８ 

 



 

5 担当部局 内閣府 政策統括官（沖縄政策担当）付 産業振興担当参事官室 

6 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和６年８月 

分析対象期間：令和１年度～令和８年度 

7 創設年度及び改正経緯 平成 10 年度 

・自由貿易地域 拡充 

・特別自由貿易地域 創設 

平成 14 年度 

・自由貿易地域・特別自由貿易地域 延長 

平成 19 年度 

・自由貿易地域・特別自由貿易地域 延長 

平成 24 年度 

・国際物流拠点産業集積地域 創設 

・自由貿易地域・特別自由貿易地域 廃止 

平成 26 年度 

・国際物流拠点産業集積地域 拡充（対象業種の追加等） 

平成 29 年度 

・国際物流拠点産業集積地域 延長 

令和元年度 

・国際物流拠点産業集積地域 延長 

令和３年度 

・国際物流拠点産業集積地域 延長 

令和４年度 

・国際物流拠点産業集積地域 拡充（対象地域の追加等） 

・課税の特例に係る県知事認定及び主務大臣の確認を導入 

8 適用又は延長期間 ２年間（令和８年度） 

9 必要性

等 

① 政策目的及

びその根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

急成長する東アジアの中心に位置する沖縄において、地理的優位

性を活かし、高付加価値型のものづくり企業やリペアセンター等の高機

能型物流企業、航空機整備業（ＭＲＯ）等の国際物流拠点産業の集積

を図ることで、沖縄における自立型経済の構築を目指す。 

《政策目的の根拠》 

○経済財政運営と改革の基本方針 2024 について（令和６年６月 21 日

閣議決定） 

個性をいかした地域づくりに向け、沖縄振興・北海道開発と、過疎地

域や半島、離島、奄美、小笠原、豪雪地帯等の条件不利地域対策に

取り組む。強い沖縄経済の実現に向けた観光の質向上や脱炭素化、

沖縄科学技術大学院大学の起業支援等の産業振興、北部・離島等の

定住環境整備、普天間返還も見据えた基地跡地の先行取得と那覇空

港等との一体的な利用、教育・医療・福祉が融合したこどもの貧困対

策・Well-being 拠点設置に向けた取組、平和学習の充実等の沖縄振

興策を国家戦略として総合的に推進する。 

 

○沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号） 

（目的） 

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振

興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に

基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自

主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄



 

の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に

寄与することを目的とする。 

（定義） 

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

十一 国際物流拠点産業 国際物流拠点（国際的な貨物流通の拠点

として機能する港湾又は空港をいう。以下同じ。）において積込み又

は取卸しがされる物資の流通に係る事業、当該事業の用に供される

施設の設置又は運営を行う事業その他の国際物流拠点を中核とし

た集積が形成され、かつ、当該集積の形成が貿易の振興に寄与す

ると見込まれる事業であって政令で定めるものをいう。 

 

（国際物流拠点産業集積計画の作成等） 

第四十一条 沖縄県知事は、基本方針に即して、国際物流拠点産業

の集積を図るための計画（以下「国際物流拠点産業集積計画」とい

う。）を定めることができる。 

２ 国際物流拠点産業集積計画は、次に掲げる事項について定めるも

のとする。 

一 計画期間 

二 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港又は同項第十二

号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣

接し、又は近接している地域であり、かつ、国際物流拠点産業の用

に供する土地の確保が容易である地域であって、国際物流拠点産

業の集積を図ることが沖縄における産業及び貿易の振興に資する

ため必要とされる地域（以下「国際物流拠点産業集積地域」とい

う。）の区域 

三 国際物流拠点産業の集積を図るため沖縄県が国際物流拠点産業

集積地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内

容 

四 前号の措置の実施を通じて国際物流拠点産業の集積が図られる

ことにより見込まれる効果 

五 第四十二条の二第一項に規定する国際物流拠点産業集積措置

実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項 

３～７項 （略） 

 

（国際物流拠点産業集積地域における事業の認定） 

第四十三条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流

拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとす

る者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業を当該区

域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受けることがで

きる。２～５項 （略） 

 

（課税の特例） 

第五十条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠

点産業集積地域の区域内において認定国際物流拠点産業集積措

置実施計画に従って国際物流拠点産業の用に供する設備を新設

し、又は増設した認定事業者（当該認定事業者が認定国際物流拠

点産業集積措置実施計画に従って実施する国際物流拠点産業集

積措置が当該区域における国際物流拠点産業の集積に特に資する



 

ものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣

の確認を受けた者に限る。）が、当該新設又は増設に伴い新たに機

械及び装置並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、

若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、

課税の特例の適用があるものとする。 

２ 認定法人（当該認定法人が営む認定特定国際物流拠点事業が当

該区域における国際物流拠点産業の集積に特に資するものとして

主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を

受けた法人に限る。）の認定特定国際物流拠点事業に係る所得に

ついては、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適

用があるものとする。 

 

○沖縄振興基本方針（令和 4 年 5 月 10 日 内閣総理大臣決定） 

Ⅱ 沖縄の振興の意義及び方向 

２ 沖縄振興の方向 

（１）沖縄の優位性を生かした民間主導の自立型経済の発展 

沖縄の自立的発展のためには、民間の力を最大限に活かし、民

間が主導する形で自立型経済の発展を目指していくことが不可欠

である。このため、アジア・太平洋地域との地理的近接性や、亜熱

帯に位置する自然的特性等の優位性・潜在力を活かしつつ、沖

縄内外の需要を取り込み、域内産業間で連携して財やサービス

を提供していくことを通じ、域内に経済効果が波及する地域経済

の好循環を図っていくことが重要である。こうした好循環を先導

し、今後の沖縄経済を牽引する競争力のある産業を戦略的に振

興するとともに、イノベーションの促進につながる民間主導の実証

的な取組を促すことにより、県内事業者の生産性や「稼ぐ力」の向

上を図り、持続可能性のある強い沖縄経済を実現することが求め

られている。 

また、沖縄を取り巻く社会経済環境を踏まえ、温暖化による地

球規模の気候変動や社会のデジタル化の進展といった時代潮流

を的確に捉えて不利性克服の好機とし、グリーン社会への移行や

デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を迅速かつ強

力に推進することで、持続可能な形で各分野の沖縄振興の一層

の深化を図る必要がある。 

 

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項 

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関する基

本的な事項 

（３）国際物流拠点産業 

沖縄の国際物流拠点産業は、アジアや他の都道府県との競争

が進む一方、国際物流ハブ機能を持つ那覇空港における第二滑

走路の増設を始めとする空港・港湾等の物流インフラの整備や、海

外との物流ネットワークの形成等に伴い、域外への事業展開を可

能とする環境の整備が図られてきている。 

こうした状況も踏まえ、国際物流拠点産業の一層の集積を図る

とともに、デジタル技術を活用した物流の効率化・迅速化や、特産

物の海外輸出など他産業との連携による高付加価値化を図る。 

 

Ⅳ 沖縄振興の推進に関する事項 



 

１ 沖縄振興を推進するための措置（政策ツール） 

（４）税制上の特例措置 

沖縄振興特別措置法においては、特区・地域制度に沖縄県知

事による認定や主務大臣による確認の制度等が導入され、企業の

付加価値の増加等を促すとともに、税制の適切な効果把握を可能

とする制度改正が行われた。 

今後とも民間事業者等の自主的取組を後押しし、沖縄の経済発

展や不利性の解消に向けて一層の効果が発現するよう、税制の具

体的な活用状況や成果等を適切に把握するとともに、その結果に

応じて必要な検討や見直しを図る。（以下略） 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

【政策】９. 沖縄政策 

【施策】９. 沖縄振興に関する施策の推進 

③ 達成目標及

びその実現

による寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

１．達成目標 

令和８年度までに次の目標を達成する。 

・国際物流拠点産業集積地域において、新規立地企業数のうち、本

特例措置を活用して立地した企業数を 10 社とする。 

※年平均で 24 社立地し、そのうち、10％超の企業が本特例を活用

するものと試算 

２．参考指標 

・国際物流拠点産業集積地域における立地企業数 

・国際物流拠点産業集積地域において本特例措置を活用する企業 

数 

・国際物流拠点集積地域における域外搬出額 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

沖縄県において国際物流拠点産業は、アジアに近い地理的優位性

を最大限活用できることから、観光リゾート産業、情報通信関連産業に

次ぐ第三のリーディング産業として位置付けされている重要な分野で

ある。国際物流拠点産業の集積を図ることは、集積地域内における企

業活動の活性化につながる。また、企業活動が活性化することで、取

扱貨物量の増加や、域外搬出量の増加が期待でき、更には域外搬出

量の増加は域外競争力の強化にもつながることから本特例措置は、国

際物流拠点産業の集積を通じて貿易の振興及び沖縄の自立型経済

の構築に寄与するものである。 

 

10 有効性

等 

① 適用数 １．過去５年間の適用実績件数 

（単位：件）  

 項目 R1 R2 R3 R4 R5 

国
税 

所得控除 3 1 1 3 2 

投資税額控除 47 36 27 12 8 

特別償却 9 3 3 2 5 

計 59 40 31 17 15 

地
方

法人住民税 59 40 31 17 15 

事業税 30 35 34 36 37 



 

計 89 75 65 53 52 

※国税について、令和 1 年度から令和 4 年度は「租税特別措置の適用実態調査の

結果に関する報告書」（財務省）。 

※令和 5 年度の国税については、沖縄県調査。 

※地方税の自動連動分（法人住民税、事業税）は、沖縄県調査。 

 

２．今後の適用件数見込み 

 令和６年度は、所得控除２件、投資税額控除 30 件、特別償却５件を

見込む。また、令和７年度及び令和８年度は、平年度で所得控除２件、

投資税額控除 33 件、特別償却５件の適用を見込む。 

（算定根拠は「【別紙】沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課

税の特例措置の延長等」参照） 

  
② 適用額 １．過去５年間の適用額実績 

（単位：百万円）  

 項目 R1 R2 R3 R4 R5 

国
税 

所得控除 182 134 74 173 183 

投資税額控除 214 158 170 52 310 

特別償却 879 23 41 15 306 

地
方

法人住民税 59 15 13 6 30 

事業税 85 13 6 14 34 

※国税について、令和１年度からは令和４年度は「租税特別措置の適用実態調査の結

果に関する報告書」（財務省）。 

※令和５年度の国税については、沖縄県調査。 

※地方税の自動連動分（法人住民税、事業税）は、令和１年度から令和５年度は沖縄

県調査。 

 

２．今後の適用額見込み 

令和６年度は、所得控除 149 百万円、投資税額控除 209 百万円、

特別償却 288 百万円の適用を見込む。また、令和７年度及び令和８年

度は、平年度で所得控除 149 百万円、投資税額控除 226 百万円、特

別償却 288 百万円の適用を見込む。（算定根拠は「【別紙】沖縄の国

際物流拠点産業集積地域における課税の特例措置の延長等」参照） 

③ 減収額 １．過去５年間の減収額実績 

（単位：百万円） 

 項目 R1 R2 R3 R4 R5 

国
税 

所得控除 42 31 17 40 42 

投資税額控除 214 158 170 52 310 

特別償却 204 5 9 3 71 

地
方
税 

法人住民税 

（所得控除分） 
5 2 1 2 2 



 

法人住民税 

（投資税額控除分） 
27 12 11 3 21 

法人住民税 

（特別償却分） 
26 1 1 1 4 

事業税 

（所得控除分） 
16 11 3 12 12 

事業税 

（特別償却分） 
69 2 3 1 20 

※国税の令和１年度～令和 5 年度の算定根拠は別紙「【別紙】沖縄の国際物流拠点産

業集積地域における課税の特例措置の延長等」参照 

※地方税について、令和 1 年度から令和４年度の算定根拠は別紙「【別紙】沖縄の国際

物流拠点産業集積地域における課税の特例措置の延長等」参照 

※令和５年度の法人住民税は、国税の減収額に税率 7％乗じて算定。 

（特別償却分は、１百万円に満たないため１百万円とする） 

※令和５年度の事業税は、国税の適用額に税率 6.47%を乗じて算定。 

 

 

２．今後の減収見込み 

（単位：百万円） 

 項目 R6 R7 R8 

国
税 

所得控除 34 34 34 

投資税額控除 209 223 229 

特別償却 66 66 66 

地
方
税 

法人住民税 

（所得控除分） 
2 2 2 

法人住民税 

（投資税額控除分） 
14 15 16 

法人住民税 

（特別償却分） 
4 4 4 

事業税 

（所得控除分） 
9 9 9 

事業税 

（特別償却分） 
18 18 18 

※算定根拠は別紙「【別紙】沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例措

置の延長等」参照 

  



 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

１．政策目的の達成状況 

令和５年度における立地企業数 265 社 

令和５年度における新規立地企業数 22 社 

 

２．達成目標の実現状況 

国際物流拠点産業集積地域内における立地企業数は順調に増加し

ており、政策目的である新規立地企業数の増加による企業集積は進

んでいるものの、本特例措置を活用して立地した企業数は、目標数に

未達であった。 

 

（達成目標） 

① 国際物流拠点集積地域における立地企業数      （単位：社） 

R1 R2 R3 R4 R5 

223 196 251 263 265 

※沖縄県調査 

 

② ①のうち新規立地企業数                  （単位：社） 

R1 R2 R3 R4 R5 

44 20 65 15 22 

※沖縄県調査 

 

③ ②のうち本特例措置活用企業数             （単位：社） 

R1 R2 R3 R4 R5 

2 0 2 1 1 

※沖縄県調査 

 

３．達成目標に対する将来の効果 

 当該地域への進出を検討している企業において、本特例措置がイン

センティブとなり、制度活用を前提として当該地域に進出することで、新

規立地企業数が増加することによって、国際物流拠点産業の企業数

が増加し、国際物流拠点産業の集積を図るという政策目的を的確に行

うことが可能である。 

 

（達成目標） 

① 国際物流拠点集積地域における立地企業数見込み   

                      （単位：社） 

R6 R7 R8 

279 288 304 

※沖縄県調査 

 

② ①のうち新規立地企業数                   

                      （単位：社）   

R6 R7 R8 

22 29 29 

※沖縄県調査 

 



 

③ ②のうち本特例措置活用企業数              

                      （単位：社）  

R6 R7 R8 

3 3 4 

※算定根拠は別紙「目標設定資料」参照 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

本特例措置は、国際物流拠点産業の集積を図るという政策目的を

的確に行うための手段である。そのため、集積地域内に新規立地した

企業における本特例措置の活用状況を測定することで、企業集積を図

るという政策目的に対する本特例措置の有効性を検証することが可能

である。 

また、本特例措置は、地域内に立地した企業も、継続的に本特例措

置を活用することで、継続的な事業規模等の拡大推進を図ることが可

能となるため、集積地域に留まり、長期的に企業活動を行うことへのイ

ンセンティブとなる側面も持ち合わせている。立地企業数は、令和１年

度の 223 社から令和 5 年度までに 42 社増加し 265 社となっており、

かつ毎年一定数の企業（年平均で約 32 社）が本特例措置を活用して

いる。令和 5 年 8 月に実施した企業誘致セミナーにおけるアンケート

結果によると、立地を検討するうえで必要な支援として税制特例措置

への関心が高く、実際に新規立地した企業からは、税制特例措置があ

ることで進出を決めたとの声がある。したがって本特例措置が国際物

流拠点産業の集積を図ることに一定程度寄与しているものと判断でき

る。  

なお、実績及び将来の見込みによれば、活用企業数の実績は令和

元年度以降減少している。   

これは、新型コロナウイルス感染症拡大による経済活動の停滞によ

って企業の投資活動が停滞したことと、令和４年度より導入された税制

活用するための県知事認定及び主務大臣確認による事前認定制度に

ついて、手続きを煩雑と感じた企業が申請を控えたものと推察される状

況において、設定した達成目標数値が過大であったことが要因と考え

られる。 

今後は、アフターコロナにおける企業業績の急回復により企業の投

資活動が活発化するなか、本税制が企業の新規立地判断におけるイ

ンセンティブとなり、本税制の活用により企業集積が進むと見込まれ

る。 

引き続き制度周知に努め、本税制を活用して企業の集積及び貿易

を振興することで、自立型経済の構築に向けた取組を推進していきた

い。 

 

（測定指標） 

・本制度を活用した企業数の増加 

特例措置を活用する新規立地企業数の見込み     （単位：社） 

項目 R4 R5 

①新規立地企業数（指標） 19 19 

①新規立地企業数（実績） 15 22 

②①のうち特例措置を活用する企業数（指標） 7 7 

②①のうち特例措置を活用する企業数（実績） 1 1 

別紙「【別紙】沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例措置の延長



 

等」参照。 

参考指標１                            （単位：社） 

項目 R4 R5 

①立地企業数（指標） 281 300 

①立地企業数（実績） 263 265 

②①のうち特例措置を活用する企業数（指標） 53 58 

②①のうち特例措置を活用する企業数（実績） 39 40 

別紙「【別紙】沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例措置の延長

等」参照。 

参考指標２                         （単位：百万円） 

項目 R4 R5 

域外出荷額（指標） 32,936 36,301 

域外出荷額（実績） 34,472 36,352 

別紙「【別紙】沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例措置の延長

等」参照。 

 

３．制度が延長できない場合の影響 

本制度は、国際物流拠点産業の集積を目的に創設された制度であ

り、集積を図るための重要なインセンティブとなっている。 

しかしながら、本制度が延長されない場合、集積を図るためのインセ

ンティブの消失により、国際物流拠点への企業集積が進まないことが

想定され、沖縄県において、アジア地域との地理的近接性を活かすこ

とのできるリーディング産業と位置付けているにもかかわらず、国際物

流拠点産業の集積に支障を来たし、域内の関連産業の成長の遅れに

もつながり、ひいては沖縄の民間主導による自立型経済の構築に支障

が出てくることが懸念される。 

 

４．適用実績が僅少な理由 

（１）所得控除 

所得控除については、対象業種が５業種に限定されていること、ま

た、対象事業者は各種要件が定められている特定国際物流拠点事

業認定を受けることが条件となるため、適用できる企業は極めて少な

い。 

しかしながら、所得控除は、他の特例措置に比し適用企業に対す

る税制上の負担軽減効果が大きいため、企業集積を図るためのイン

センティブとして非常に重要な役割を果たす効果が期待できることか

ら、本特例措置の継続は必要である。 

（２）特別償却 

特別償却の適用件数は、僅少であるが、これは投資税額控除や所

得控除、特別償却のいずれかを選択適用する制度となるため、本特

例措置のうち、特別償却の適用を選択した企業が少ないことが要因

である。 

  本特例措置の過去の適用状況は、直接的な税負担軽減効果のあ

る投資税額控除を選択する企業が特別償却を選択する企業よりも多

い結果となっている。他方、特別償却は事業への先行投資等を行っ

た結果、赤字決算となった企業も税制上発生した赤字を翌年度以降

長期間にわたり繰越すことを可能となる特例措置である。このように

赤字企業へのインセンティブとなる特例措置を設けることにより、多様

な企業の集積を図ることが可能となり、ひいては、企業の業績形態や



 

経営戦略により選択可能な複数の特例措置を設けることにより、多様

な企業に積極的な設備投資を促進させ、地域への集積を図るインセ

ンティブ効果が期待できることから本特例措置の継続は必要である。   

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

国際物流拠点産業は、沖縄県において観光リゾート産業、情報通信

関連産業に次ぐ第三のリーディング産業として位置付けされている重

要な分野である。国際物流拠点産業の集積を図ることは、国際物流拠

点産業集積地域内の企業活動を活性化させ、貨物量の取扱を増加さ

せ、ひいては域外搬出量の増加に寄与することが期待される重要な施

策であると言える。 

本税制措置は、企業に対する集積地域への立地に対するインセン

ティブを与えるとともに、企業の早期、長期に及ぶ設備投資を促進する

効果が期待でき、企業集積に寄与するものであるから、税収減を是認

する効果があると言える。 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

国際物流拠点産業集積地域においては、道路貨物運送業、卸売

業、製造業等、多様な業種を国際物流拠点産業と定義しており、また、

その企業規模やビジネス形態等も多様である。これらの企業へ効果的

にインセンティブを与え、当該地域への立地や設備投資を促す手段と

しては、予算の制限や特定の企業を対象とした補助金等ではなく、各

企業の経営計画に柔軟に対応でき、対象業種の全ての企業に対し制

度が保証されている税制措置が適当であり、本特例措置は妥当と考え

られる。 

また、本制度においては、地域指定・主務大臣の確認申請等のスキ

ームを通じて、国際物流拠点産業の集積を図ることを目的として貿易

の振興、自立型経済の構築等に資すると判断される場合に限定して、

投資税額控除等の措置を講じていることから、必要最小限の特例措置

であると考えられる。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

国際物流拠点産業集積地域は、東アジアの中心に位置する本県の

地理的特性を活かし、国際競争力のある物流拠点の形成に向け、物

流機能を活用した高付加価値型のものづくり企業等国際物流拠点産

業の集積を積極的に図るための制度である。 

一方、沖縄振興特別措置法において同じく位置付けられる「産業高

度化・事業革新促進地域」は、沖縄のポテンシャルを活用した産業イノ

ベーションを推進し、沖縄の幅広いものづくり産業の基盤となる製造業

等の振興を図り、沖縄の地域資源を活用した新事業の創出、企業の

製品開発力・技術力の向上等を目指すための制度であり、両制度は

目的が異なるものである。 

また、沖縄振興特別推進交付金（一括交付金）は、物流量の増加施



 

策や高コストな物流費の軽減策など、沖縄固有の特殊性に基因する今

なお残る課題等に取り組むための制度であり、建物や設備等の取得

促進により県内での新たな事業展開を後押し、国際物流拠点産業の

集積（企業の誘致）を図る本税制とは役割が異なる。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

本制度は沖縄県からの要望も踏まえて拡充・延長要望するものであ

り、国税に自動連動する地方税の軽減はあるものの、本制度の達成目

標を実現することは沖縄振興に寄与するため、沖縄県が協力する相当

性がある。 

12 有識者の見解 - 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

令和３年８月（R3 内閣 11） 

 

 

 



適⽤額・減収額の⾒込み（国際物流拠点産業集積地域） 別紙
令和６年８⽉

１．適⽤実績
（単位：件、千円）

件数 適⽤額 減収額 件数
適⽤額

（減収額）
件数 適⽤額 減収額

R1年度 3 182,033 42,232 47 214,592 9 879,509 204,046 460,870 1,276,134
R2年度 1 134,174 31,128 36 158,195 3 23,408 5,431 194,754 315,777
R3年度 1 74,991 17,398 27 170,075 3 41,908 9,723 197,196 286,974
R4年度 3 173,272 40,199 12 52,258 2 15,970 3,705 96,162 241,500
R5年度 2 183,685 42,615 8 310,830 5 306,647 71,142 424,587 801,162

合計 10 748,155 173,572 130 905,950 22 1,267,442 294,047 1,373,569 2,921,547
1件あたり
適⽤額

※件数・適⽤額について、R1〜R4年度は租税特別措置の適⽤実態調査（財務省）。令和5年度は沖縄県調査
※法⼈税率は、23.2%として試算

２．⽴地企業数
（単位：件、%）

項⽬ R１年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 合計 平均
企業数 87 88 97 94 92 458
増加数 0 1 9 -3 -2 5
増加率 0.0% 1.1% 10.2% -3.1% -2.1% 1.2%
企業数 136 108 154 153 156 707

増加数 10 -28 46 -1 3 30

企業数 0 0 0 16 17 33

増加数 0 0 0 0 1 1
企業数 223 196 251 263 265 1,198
増加数 10 -27 55 -4 2 36

※沖縄県調査による。
※R4拡⼤地域の既存⽴地企業16社は増加数に含めていない。

３．⽴地企業数・税制活⽤件数

(1)全体 （単位：件、%）

件数 活⽤割合 件数 活⽤割合 件数 活⽤割合
R1年度 223 3 1.3% 47 21.1% 9 4.0%
R2年度 196 1 0.5% 36 18.4% 3 1.5%
R3年度 251 1 0.4% 27 10.8% 3 1.2%
R4年度 263 3 1.1% 12 4.6% 2 0.8%
R5年度 265 2 0.8% 8 3.0% 5 1.9%

合計 1,198 10 0.8% 130 10.9% 22 1.8%
※沖縄県調査による。

(2)新規企業 （単位：件、%）

件数 活⽤割合 件数 活⽤割合 件数 活⽤割合
R1年度 44 0 0.0% 2 4.5% 0 0.0%
R2年度 20 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
R3年度 65 0 0.0% 2 3.1% 0 0.0%
R4年度 15 0 0.0% 0 0.0% 1 6.7%
R5年度 22 0 0.0% 1 4.5% 0 0.0%

合計 166 0 0.0% 5 3.0% 1 0.6%
※沖縄県調査による。

４．今後（令和6年度以降）の⾒込み（試算）

（１）旧地域（那覇・うるま） （単位：件、千円）
推計企業数 所得控除 合計 合計
①件数 ②件数 ③適⽤額 ④減収額 ⑤件数 ⑥適⽤額

（減収額）
⑦件数 ⑧適⽤額 ⑨減収額 （減収額⾒込） （適⽤額⾒込）

(①*0.8%) (②*74,816) (③*税率) (①*10.9%) (⑤*6,969) (①*1.8%) (⑦*57,611) (⑧*税率) (④+⑥+⑨) (③+⑥+⑧)
R６年度 102 1 74,816 17,357 11 76,657 2 115,222 26,732 120,746 266,695
R７年度 107 1 74,816 17,357 12 83,626 2 115,222 26,732 127,715 273,664
R８年度 112 1 74,816 17,357 12 83,626 2 115,222 26,732 127,715 273,664

合計 − 3 224,448 52,071 35 243,909 6 345,666 80,196 376,176 814,023
R7〜R8平年度 − 1 74,816 17,357 12 83,626 2 115,222 26,732 127,715 273,664

仮定① 企業件数について、R6は前年度⽐+10、R7〜R8は前年度⽐+5を⾒込む

（２）H26拡⼤地域（南部５市・旧うるま地区除くうるま） （単位：件、千円）
推計企業数 所得控除 合計 合計

①件数 ②件数 ③適⽤額 ④減収額 ⑤件数 ⑥適⽤額
（減収額） ⑦件数 ⑧適⽤額 ⑨減収額 （減収額⾒込） （適⽤額⾒込）

(①*0.8%) (②*74,816) (③*税率) (①*10.9%) (⑤*6,969) (①*1.8%) (⑦*57,611) (⑧*税率) (④+⑥+⑨) (③+⑥+⑧)
R６年度 159 1 74,816 17,357 17 118,470 3 172,833 40,097 175,924 366,119
R７年度 162 1 74,816 17,357 18 125,439 3 172,833 40,097 182,893 373,088
R８年度 165 1 74,816 17,357 18 125,439 3 172,833 40,097 182,893 373,088

合計 − 3 224,448 52,071 53 369,348 9 518,499 120,291 541,710 1,112,295
R7〜R8平年度 − 1 74,816 17,357 18 125,439 3 172,833 40,097 182,893 373,088

仮定① R5の増加数と同じ3社の増加を⾒込む

（３）R4拡⼤地域（仲嶺・上江洲、平安座、池武当地区） （単位：件、千円）
推計企業数 所得控除 合計 合計

①件数 ②件数 ③適⽤額 ④減収額 ⑤件数 ⑥適⽤額
（減収額） ⑦件数 ⑧適⽤額 ⑨減収額 （減収額⾒込） （適⽤額⾒込）

(①*0.8%) (②*74,816) (③*税率) (①*10.9%) (⑤*6,969) (①*1.8%) (⑦*57,611) (⑧*税率) (④+⑥+⑨) (③+⑥+⑧)
R６年度 18 0 0 0 2 13,938 0 0 0 13,938 13,938
R７年度 19 0 0 0 2 13,938 0 0 0 13,938 13,938
R８年度 20 0 0 0 2 13,938 0 0 0 13,938 13,938

合計 − 0 0 0 6 41,814 0 0 0 41,814 41,814
R7〜R8平年度 − 0 0 0 2 13,938 0 0 0 13,938 13,938

仮定① R5の増加数と同じ1社の増加を⾒込む
（４）R7拡⼤要望地域（南⾵原・⼋重瀬地区） （単位：件、千円）

推計企業数 所得控除 合計 合計

①件数 ②件数 ③適⽤額 ④減収額 ⑤件数 ⑥適⽤額
（減収額） ⑦件数 ⑧適⽤額 ⑨減収額 （減収額⾒込） （適⽤額⾒込）

(①*0.8%) (②*74,816) (③*税率) (①*10.9%) (⑤*6,969) (①*1.8%) (⑦*57,611) (⑧*税率) (④+⑥+⑨) (③+⑥+⑧)
R７年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R８年度 7 0 0 0 1 6,969 0 0 0 6,969 6,969

合計 − 0 0 0 1 6,969 0 0 0 6,969 6,969
R7〜R8平年度 − 0 0 0 1 3,485 0 0 0 3,485 3,485

（５）合計 （単位：件、千円）
推計企業数 合計 合計
①件数 ②件数 ③適⽤額 ④減収額 ⑤件数 ⑥適⽤額 ⑦件数 ⑧適⽤額 ⑨減収額 （減収額⾒込） （適⽤額⾒込）

（減収額） (④+⑥+⑨) (③+⑥+⑧) 所得控除 投資税額控除 特別償却 所得控除 特別償却
R６年度 279 2 149,632 34,714 30 209,065 5 288,055 66,829 310,608 646,752 2,430 14,635 4,678 9,681 18,637
R７年度 288 2 149,632 34,714 32 223,003 5 288,055 66,829 324,546 660,690 2,430 15,610 4,678 9,681 18,637
R８年度 304 2 149,632 34,714 33 229,972 5 288,055 66,829 331,515 667,659 2,430 16,098 4,678 9,681 18,637

合計 − 6 448,896 104,142 95 662,040 15 864,165 200,487 966,669 1,975,101 7,290 46,343 14,034 29,044 55,911
①R7〜R8平年度（拡充含む） − 2 149,632 34,714 33 226,488 5 288,055 66,829 328,031 664,175 2,430 15,854 4,678 9,681 18,637
②合計のうち拡充分（R7〜R8） 0 0 0 1 6,969 0 0 0 6,969 6,969 0 488 0 0 0
③①のうち拡充分（R7〜R8） 0 0 0 1 6,969 0 0 0 6,969 6,969 0 488 0 0 0

仮定② 適⽤実績から、⽴地企業が「所得控除を活⽤する割合」は、0.8%とする。 （所得控除件数10件÷⽴地企業件数1,198件＝0.8%）
仮定③ 適⽤実績から、「所得控除1件あたりの適⽤額」は、74,816千円とする。（所得控除額748,155千円÷所得控除件数10件＝74,816千円）
仮定④ 法⼈税率は、23.2%として試算。

各年の所得控除⼜は特別償却の適⽤額に6.47%を乗じて算定
仮定⑤ 適⽤実績から、⽴地企業が「投資税額控除を活⽤する割合」は、10.9%とする。（投資税額控除件数130件÷⽴地企業件数1,198件＝10.9%）
仮定⑥

仮定⑥ 適⽤実績から、⽴地企業が「特別償却を活⽤する割合」は、1.8%とする。（特別償却件数22件÷⽴地企業件数1,198件＝1.8%）
仮定⑦ 適⽤実績から、「特別償却1件あたりの適⽤額」は、57,611千円とする。（特別償却額1,267,442千円÷特別償却件数22件＝57,611千円）
仮定⑧ 法⼈税率は、23.2%として試算。

減収額計 適⽤額計

H26拡⼤地域（南部５市・旧うるま地区除くうるま）

所得控除 投資税額控除 特別償却

74,816 6,969 57,611

地域

旧地域（那覇・うるま）

R4拡⼤地域（仲嶺・上江洲、平安座、池武当地区）

合計

企業数 所得控除 特別償却

企業数 所得控除 投資税額控除 特別償却

投資税額控除

年度
投資税額控除 特別償却

年度

投資税額控除 特別償却

税⽬ごとの減収額
法⼈住⺠税 事業税

年度

投資税額控除 特別償却

年度

投資税額控除 特別償却

適⽤実績から、「投資税額控除1件あたりの適⽤額」は、6,969千円とする。（投資税額控除額905,950千円÷投資税額控除件数130件＝6,969千円）

《特別償却》

年度
所得控除 投資税額控除 特別償却

《事業税》（所得控除）（特別償却）

《法⼈住⺠税》（所得控除）（投資税額控除）（特別償却）
各年の所得控除、投資税額控除⼜は特別償却の減収額に7%を乗じて算
定

《所得控除》

《投資税額控除》


